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平成２０年度 事 業 計 画

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

Ⅰ 施設利用振興事業

１ 生活文化事業の振興 「寄附行為第４条１号関係」

市民が豊かでうるおいのある日常生活を営むため、生活文化事業を実施する。

（1） ワンコインコンサート ～どこかで聴いたクラッシック～

（2） サロンコンサート

２ 体育事業の振興 「寄附行為第４条２号関係」

市民が健康を増進し、快適な日常生活を営むため、各種体育事業を実施する。

（1） 健康を増進するための教室

（ｱ） エアロビクス教室

（ｲ） ボディーシェイプアップ教室

（ｳ） キッズダンスエアロビクス教室

（ｴ） 水中エアロビクス教室

（ｵ） ヨガ教室

（ｶ） フィットネスボール体操教室

（ｷ） ボディーコンディショニング教室

（ｸ） ほのぼの健康体操教室

（2） スポーツ教室

（ｱ） 硬式テニス教室

（ｲ） 水泳教室

（3） スポーツイベントの開催

（ｱ） フットサル大会

（ｲ） ミックスダブルス テニス大会

（ｳ） トライアスロン大会

（ｴ） ドッヂビー大会

（ｵ） キッズサッカー大会



（ｶ） 水中安全教室

（4） メディカルチェック

（ｱ） 健康のための水中ウォーキングアドバイス

（ｲ） 健康のための腰痛予防アドバイス

３ 勤労福祉事業の振興 「寄附行為第４条３号関係」

勤労者の雇用の安定と生活の向上をめざし、勤労福祉の推進と勤労者の趣味教養及び健康

を増進するため、各種勤労福祉事業を実施する。

（1） 勤労者の為のイベント開催

（ｱ） 勤労者とその家族のための映画鑑賞会

（ｲ） 勤労者のための新人落語家による落語鑑賞会

（ｳ） 勤労者の家族のためのママーズシアター

（ｴ） ラ・ホールDEサイエンス

（2） 趣味教養教室

（ｱ） 親子で楽しむリトミック教室

（ｲ） デジタルカメラ教室

（ｳ） 天体観測教室

（ｴ） 手作り陶芸教室（お洒落な小物たち）

（3） 健康増進教室

（ｱ） エアロビクス教室

（ｲ） やすらぎの香りの中でヨガ教室

（ｳ） 快適なカラダ作り教室

（ｴ） フラダンス教室

（4） 社会貢献教室

（ｱ） 知的障害者パソコン教室

４ 緑化事業の推進 「寄附行為第４条４号関係」

（1） 市内の幼稚園・保育園・社会福祉施設等に水栽培の球根を配布し、花の成長を観察

することにより草花を大切にする心を養う。



（2） 自然への関心を深めるてがかりとして、公社で管理する施設に、毎月四季の移ろい

を伝えてくれる美しい花を展示する。

（3） 総合運動公園内の花壇に、四季折々の草花を養護学校等と協働で植え付けし来園者

の目を楽しませ、心身のリフレッシュに役立てる。

（4） 公社ホームページにおいて、岩本山公園内などの梅・桜・紫陽花・バラの開花状況

や家庭で不用になった樹木や草花の斡旋情報を提供することで自然を大切にする気持

ちを養う。

（5） 自然素材や草花を使った個性的なクリスマス飾りや正月飾りを作製することで身の

回りの自然への親しみを深めてもらうとともに作る楽しみと飾る楽しみを提供する。

（6） 公園内から排出される落ち葉を囲いの中に堆積させプールを作成し、子供達に遊び

場所を提供するとともに緑のリサイクルを図り、処分経費の削減を目指す。

（7） 公園内の生け垣を利用し、樹種別の剪定方法などを造園業者から学ぶことで草花の栽

培などについての知識を広め、緑に関する意識啓発の一助とする。

５ 富士市の行う体育催事、勤労福祉催事及び緑化催事の開催並びに協力

「寄附行為第４条５号関係」
（1） 指定勤労福祉事業の開催

（ｱ） パソコン教室

（ｲ） 再雇用パソコン支援事業

（ｳ） ゆとり創造事業

（2） 体育催事の協力

（ｱ） 富士ふれあいウォーク

（ｲ） 体育の日記念事業「富士市民体力つくり大会」

（3） 緑化催事の協力

（ｱ） 草花配布

（ｲ） 緑と花の百科展

６ その他目的を達成するために必要な事業 「寄附行為第４条８号関係」

（1） 富士市に住み、働き、集う、心豊かな市民つくりを図るため、各種の催し物を緑豊

かな公園で実施する。



（ｱ） リサイクル青空市（フリーマーケット）

（ｲ） 七夕かざり

（ｳ） 観 月 会

（ｴ） フリーマーケットinＳＯＵＧＯＵ

（ｵ） 岩本山公園クイズラリー

（ｶ） かぐや富士コンサート

（ｷ） 観梅コンサート

（ｸ） 浮島ケ原自然公園観察会

（ｹ） フェスタりぷす富士

（2） 世代間の垣根を越え、集う人たちの創造性を触発するとともに市民交流の拠点として

市民の要求の高まりを的確に反映した各種の事業を交流プラザで展開する。

（ｱ） ヨガ教室

（ｲ） エアロビクス教室

（ｳ） キッズエアロビクス教室

（ｴ） 腰痛・肩こり解消教室

（ｵ） メタボリック解消教室

（ｶ） 親子で学ぶスポーツ教室

（ｷ） ＲＩＣＥ処置実践教室

（ｸ） 小学校高学年・中学生向け作曲教室

（ｹ） コンテナガーデン教室

（ｺ） フラワーアレンジメント教室

（ｻ） 落語のイロハと素人寄せ

（ｼ） 名作映画上映会

（ｽ） 80'S・90'S Disco Nigtht

（ｾ） 似顔絵展覧会

（ｿ） アートクラフトマーケット

（ﾀ） 昔懐かし紙芝居



Ⅱ 施設管理運営事業 「寄附行為第４条６号関係」

１ 富士市が設置する公の施設の管理運営

【 施設管理受託 】

施 設 名 公 社 担 当 課
（市主管課）

（１） 公園緑地の維持管理 公 園 事 業 課
（みどりの課所管）

富士総合運動公園 岩 本 山 公 園

新 通 町 公 園 吉 原 公 園

広 見 公 園 南 町 公 園

中 央 公 園 富 士 川 緑 地

富 士 緑 道 厚原スポーツ公園

富士と港の見える公園浮島沼つり場公園

善 得 寺 公 園 竹 採 公 園

木 の 元 公 園 原 田 公 園

鎧 ヶ 渕 親 水 公 園 天 間 沢 遺 跡 公 園

須 津 川 緑 地 米 の 宮 公 園

富 士 西 公 園 大 渕 公 園

入 道 樋 門 公 園 浮島ヶ原自然公園

砂山公園プール 雁 公 園(駐車場等)

（２） 森林墓園の維持管理 公 園 事 業 課
（環境衛生課所管）

【 施設指定管理 】

施 設 名 公 社 担 当 課
（市主管課）

（１） 体育施設の管理運営 体 育 事 業 課
（ 振興課所管）スポーツ

体 育 館 野 球 場富士総合運動公園 富士総合運動公園

( 44 )



陸 上競技場 庭 球 場富士総合運動公園 富士総合運動公園

相 撲 場 弓 道 場富士総合運動公園 富士総合運動公園

運 動 広 場 温水プー ル富士総合運動公園 富士総合運動公園

富 士 体 育 館 富 士 柔 剣 道 場体育館附属

卓 球 場 東 球 場体育館附属

砂 山 公 園 プ ー ル 厚 原 ス ポ ー ツ 公 園

富 士 川 緑 地 東 部 ス ポ ー ツ 広 場

（２） 富士市勤労者総合福祉センターの管理運営 施 設 事 業 課
（商業労政課所管）

（３） 駐車場の管理運営 総 務 課
(道路維持課所管)

富 士 駅 前 駐 車 場 南 町 公 園 駐 車 場

吉 原 本 町 駐 車 場 和 田 駐 車 場

水戸島元町駐車場

（４） 富士市交流プラザの維持管理及び交流センターの運営 施 設 事 業 課
（市民協働課所管）

Ⅲ 物品販売事業 「寄附行為第４条７号関係」

１ 森林墓園における商品販売

２ マリンプール食堂及び売店における商品販売

３ ラ・ホール富士レストラン経営等

４ 交流プラザカフェラウンジ経営等


